
中央会助成事業のご案内 

   本会の助成事業をぜひご活用ください。 

神奈川県中小企業団体中央会 



企業間連携による事業への支援 

複数の企業が協力して事業を進める場合、その連携体

の構築や事業の実施について、専門家の派遣をはじめ

とした様々なお手伝いをいたします。費用は無料で

す。事業分野によってお手伝い可能な内容が変わりま

すので、詳細はご相談ください。 

問合せ先：連携開発部（045-633-5132）  

専門家の派遣による経営支援 

組合または組合員の有志を対象に、様々な経営課題に

対応するための専門家を派遣し、講師謝金など経費の

約50％を補助いたします（補助上限100,000円）。  

セミナー・講習会の開催支援 

組合員向けのセミナーや講習会を実施する場合、講師

謝金や会場使用料など経費の約50％を補助いたしま

す。また、テーマ選定のお手伝いや講師のご紹介もい

たします。 

新規事業立ち上げ支援 

新規事業に取り組む組合および組合員（企業）を対象

に、神奈川県の認定制度「経営革新」の取得をお手伝

いします。費用は無料です。この認定を得ると、低利

融資や信用保証枠の拡大、特許料の減免など、様々な

金融支援を受けることができます。また、神奈川県の

ホームページで紹介されるため、企業の信用力向上や

ＰＲにも有効です。 

問合せ先：連携開発部（045-633-5132）  

例）「○○技術向上勉強会」「ＢＣＰセミナー」 

  「労務管理セミナー」「経営力向上セミナー」 

  「後継者育成セミナー」「販売促進セミナー」等 

例）「売れる商品作り」「中期経営計画の策定」 

  「正しい契約書を作る」「販路開拓・拡大」 

  「ホームページの改良」「効果的な営業方法」等 

共同施設補助金（商店街振興組合除く） 
組合が設置する共同

施設に要する経費を

対象に、一定額の助

成をいたします。  

各種共済制度のご提供  
中小企業のリスクへの対策として共済制

度やPL制度、個人情報漏えい賠償責任保

険、中小企業倒産防止共済制度などを設

けております。 

問合せ先： 

業務推進部（045-633-513６） 

その他、お困りごとがございましたら、 

お気軽にご相談ください。 

その際は、裏面の「御用聞きシート」も 

是非ご利用ください。 

法律・会計税務相談会の開催 

毎月１回（原則第１水曜日）、本会事務

所にて、弁護士及び公認会計士による法

律・税務会計相談を受け付けています。

費用は無料（予約制）です。  
問合せ先： 

業務推進部（045-633-513１） 

ＰＣ研修会  
word、excelの入門編から応用編、デー

タベースやFacebookの活用など、様々

なテーマを設け研修会を開催していま

す。受講料2,000円（先着順）です。 

問合せ先： 

企画情報部（045-633-513４） 

事務処理支援 

決算書、役員変更届、定款変更認可申請書をはじめ、

行政への各種届出・申請書類の作成、提出をお手伝い

いたします。 

※組合は、法律によって毎年必ず決算書を行政に提出        

することが定められています。その他、状況によって

提出や届出が必須となる書類がございますので、ご不

明な点は早めにご相談ください。 


